
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
阿賀町商工会（法人番号 ７１１０００５００３４６８） 

阿賀町   （地方公共団体コード １５３８５１） 

実施期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日  

目標 

経営発達支援事業の目標 

 

① 創業及び事業承継の円滑化な推進により、小規模事業者の経営基盤の強

化 

② 事業計画の策定・実行に関する伴走型支援の推進により、小規模事業者

の経営力の向上 

③ 地域ブランドの育成及び新たな販路開拓・拡大等に関する支援の推進 

 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 ①管内の景気動向調査・景況調査の実施 

 ②国が提供するビッグデータの活用 

４．需要動向調査に関すること 

商圏内の消費者ニーズ・市場動向を把握し、事業計画策定者に情報提供 

５．経営状況の分析に関すること 

   経営分析の実施 

６．事業計画策定支援に関すること 

  ①事業計画策定支援 

  ②創業計画策定支援 

  ③事業承継計画の策定支援 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ①事業計画策定をした小規模事業者のフォローアップ 

  ②創業計画・事業承継計画策定者を対象としたフォローアップ 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①県内商談会・フードメッセｉｎにいがた出展支援 

  ②デジタル技術を活用した販路拡大支援 

  ③「阿賀町ブランド認証」認定事業の推進 

 

 

連絡先 

阿賀町商工会（経営支援室） 

〒９５９－４４０２ 新潟県東蒲原郡阿賀町津川３５８１－１ 

ＴＥＬ：０２５４－９２－２４９４／ＦＡＸ：０２５４－９２－４２８４ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ａｇａ２４９４＠ｓｈｉｎｓｙｏｒｅｎ．ｏｒ．ｊｐ 

 

阿賀町役場 まちづくり観光課 観光商工係 

 〒９５９－４４９５ 新潟県東蒲原郡阿賀町津川５８０ 

ＴＥＬ：０２５４－９２－４７６６／ＦＡＸ：０２５４－９２－５４７９ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｋａｎｋｏ-ｓｈｏｕｋｏ＠ｔｏｗｎ．ａｇａ．ｌｇ．ｊｐ 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

ア．位置・地勢 

平成１７年４月１日に４町村（津川町・

鹿瀬町・上川村・三川村）が合併し新町と

して誕生した阿賀町は、県都新潟市から約

５０㎞、新潟県の東部に位置し、五泉市、

阿賀野市、新発田市、町の東側は福島県西

会津町に隣接しており、磐越自動車道と国

道４９号、ＪＲ磐越西線が東西に走り、国

道４５９号が町の中心部から東（福島県）

に延びている。町の中央を阿賀野川とその

支流の常浪川が流れ、その沿岸の段丘を中

心に開けた中山間地域で、中心部は比較的

平坦だが周辺は急峻な山岳地帯に囲まれて

おり、北に大きく飯豊連峰が広がり、南には越後山脈が南北に走っている。町の面積は９５２．

８９㎢で、新潟県面積の約７．６７％を占め、町の面積の９４％を森林が占めている。 

気候は、日本海側気候と内陸性気候の特徴を併せ持ち、年間の平均気温は１１℃から１２℃、

高温多湿で降雨量も多く、冬の積雪は平坦部で１．５ｍ、山間部で２．５ｍに達し、根雪期間

は１２月下旬から３月下旬に及び、特別豪雪地帯に指定されている。 

また、越後と会津の両属の文化と歴史を有し、大河阿賀野川とともに宿場町・河港町として

栄え、町の中心部に形成された商店街を中心に発展してきた。 

 

イ．人口 

阿賀町の人口は、平成２７年を基準として、減少率が増加している。 

 

阿賀町人口推移 
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ウ．産業 

   ・事業者数 

阿賀町の全産業事業所数は、２００９年には６９８事業所あったが、２０２１年には５４２ 

事業所と１２年間で１５６事業所（２２．３％）減少している。 

 
 

・産業別就業者数 

就業者数は全ての産業において減少傾向にある。１９９５年には８，０９４人であったが、 

２０２０年には３，０００人と２５年で５，０９４人（３７．０％）減少している。 

 
 

出典︓総務省「経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加⼯） 
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・製造品出荷額 

阿賀町の製造品出荷額は、平成２２年から令和元年までほぼ横ばいの傾向にあり、令和元年 

   の出荷額は４９億円となっている。 

 
（出典：工業統計、経済センサス） 

 

・年間商品販売額 

阿賀町の年間商品販売額は、全体的には平成９年から平成２４年まで増減を繰り返したもの 

の、平成２４年以降は減少傾向にある。業種別に平成９年と平成２８年を比較すると、小売業 

が３３億円減少（３１．４％減）しているが、卸売業は１億円増（９％増）のほぼ横ばいとな 

っている。 

 
（出典：商業統計、経済センサス） 
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・観光入込客数 

阿賀町の観光入込客数は、平成２３年の新潟福島豪雨災害により大きく落ち込んだ入込客数 

が翌年一時的に増加したものの平成２５年以降は再び減少に転じており、平成２１年から令和 

５年の１４年間で５４７（３１．２％）千人まで減少している。 

なお、主な観光地点の入込客数は以下の表のとおり。 

 
（出典：新潟県観光入込客数調査） 

 

入込客数上位 

観光地点名 Ｒ４(千人) Ｒ５(千人) 対比(％) 

阿賀野川ライン ２２７ ２９２ １２８．６ 

 

エ．各地域の概要 

  ・津川地区 

津川地区の人口は約３，６００人、阿賀町の中央部に位置しており、福島県西会津町に隣接

し、福島県との玄関口となっている。町役場本庁や新潟県の出先機関があるほか、金融機関が

立地していることから、阿賀町の政治・経済の中心地でもある。 

当地区の中心市街地は雁木発祥の地とされ、雁木（当地区では「とんぼ」と呼称）を利用し

た商店街があり風情ある街並みを形成しているが、近年は大型店の出店や店主の高齢化、購買

者の減少等により商店数が減少している。この中心市街地の近くには、この地区の象徴、麒麟

山がある。麒麟山は植物群落として県の天然記念物に指定され、山城址の遺構がよく残り県の

史跡にも指定されている。この麒麟山を舞台とした「つがわ狐の嫁入り行列」は平成２年から

行われ、全国的に知名度のあるイベントとして観光面で重要な役割を担っている。 

また、津川駅はＪＲ東日本が運行する「ＳＬばんえつ物語」の停車駅の１つで、運行日には

鉄道ファンのみならず多くの観光客で賑わっている。 

産業に目を向けると、かつては阿賀野川を利用した河川流通の要衝として栄えていた。昭和

４０年代までは稲作、林業、木炭などの第一次産業が主要産業であったが、産業構造の変化に

伴い、平成２７年度には第一次産業の就業人口は１割を割り込み、代わって第三次産業の就業

人口が約６割強を占める状況となっている。また、当地区では、高温多湿な気候特性から酒、

味噌、糀といった発酵を利用した製造業が盛んなことが特徴的である。 
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・鹿瀬地区 

鹿瀬地区の人口は約１，８００人、阿賀町の北東側に位置している。 

当地区は、阿賀野川とその河川に沿って走る国道４５９号沿いに集落が点在しており、４地区

の中で高齢化率と人口減少率が最も高い地区である。 

地区内の阿賀野川水系は水力発電の宝庫と言われ、早くから発電所の建設が行われ、阿賀野

川に２基、支流の実川に３基の水力発電所が建設され、水力発電とともに歩んできた地区でも

ある。また、地区内をＪＲ磐越西線が走り、「ＳＬばんえつ物語」号が運行される日には、撮

影スポットが多いことから多くのＳＬ愛好者が写真撮影を行っている。 

産業に目を向けると、江戸中期に草倉銅山が発見され、明治以降、大正の初期にかけてこの

銅山の繁栄が周辺地域の経済に大きな影響を与えた。昭和に入ると阿賀野川上流に完成した鹿

瀬発電所と豊実発電所の電力を利用し、地元で掘り出された石灰石から化学肥料を生産する工

場が建設された。これが後の昭和電工鹿瀬工場となり、従業員２，０００人を超える県内屈指

の大工場となった。当工場の地域経済に与えた影響は甚大で、福利・文化面においても大きな

恩恵をもたらした。昭和電工とともに歩んできた地区であるが、昭和電工の衰退とともに当地

区の経済も衰退し、商工業者数は４地区の中で一番少ない７４事業所となっている。 

当地域の現状は、ダム関連や豪雪・災害復旧に対応するための建設工事が地域の雇用を支え

るとともに、阿賀野川ラインを中心とした豊かな自然やきりん山温泉、かのせ温泉及び角神温

泉の３つの温泉が観光産業を支えている。 

 

・上川地区 

上川地区の人口は約２，２００人、阿賀町の南東側に位置し、阿賀野川の支流「常浪川」が

地区を縦断。集落の多くが山間部に点在する典型的な中山間地域であり、農林業を主要産業と

している。４地区の中でも最も積雪の多い豪雪地域としても知られている。福島県境には、御

神楽岳や日尊の倉山といった１，３００ｍ級の山々が連なり上質な山菜の宝庫でもあり、日尊

の倉山のブナ原生林は県内随一といわれている。 

主要産業である農林業も高齢化や後継者問題、経営環境の変化に伴い就業人口は大きく減

少。地区内の商工業者数を見ると８２事業所と少なく、建設・製造業で約４割を占め、とりわ

け建設業は、豪雪地域である当地区の除排雪を通じて、農林業とともに住民生活を支えてい

る。 

観光においては、御神楽温泉と七福温泉を拠点に自然豊かな湿原や森林公園、観光栗園、観

光わらび園等が観光客を呼び込んでいる。 

また、当地区には、室谷洞窟・小瀬ヶ沢洞窟の国指定文化財や極楽寺野中ザクラの国指定天

然記念物といった文化財を有している。 

 

・三川地区 

三川地区の人口は約２，９００人、阿賀町の西側に位置しており、阿賀野市、五泉市、新発

田市と隣接し、新潟市方面との玄関口にもなっている。１，０００ｍ級の山々に囲まれ、中央

部を東西に阿賀野川が貫流し、これに左右から中小の河川が合流している。平地が少なく、地

区面積の９５％が山林原野で占められている。 

地区内には、三川温泉、新三川温泉、将軍杉、平等寺薬師堂、阿賀野川ライン遊覧船、三川

温泉スキー場、三川観光きのこ園、道の駅（阿賀の里、みかわ）、ゴルフ場などの施設もあり、

観光資源が豊富な地域となっている。 

しかし、三川温泉についてはバブル期頃まで団体客を中心として賑わっていたが、バブル崩

壊後は景気悪化とあわせ、人口減少、消費者志向の変化などにより来客数は年々減少傾向とな

っている。また、そのほかの観光地についてもシーズン中の週末は来場客がいるものの、遠方

からの観光客を呼び込めるような訴求力を有する観光資源は多くはない。 

商工業においては、建設業が最も多く、次いでサービス業、飲食・宿泊業の順となっている。

地区内にＪＲの駅が３つあるが商店街は形成されておらず、国道で阿賀野市と隣接しているこ
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ともあり、阿賀野市寄りのエリアは阿賀野市が、津川寄りエリアは津川地区が生活圏となって

いる。 

 

②課題 

  ア．地域 

・少子高齢化による自然減と社会減の影響により人口減少が進んでいる。 

・人口減少や消費者の町外流出による地元購買率の減少等により、年間商品販売額は減少傾向で

ある。 

・経営者の高齢化や後継者不足による廃業等の増加に加え、創業者が少なく小規模事業者数は減

少傾向であること。 

・小さな商店の廃業により買い物難民が増えている。 

・観光資源はあるものの、入込客数は１０年間で半数にまで減少している。 

・ＳＮＳを活用した情報発信やキャッシュレス決済、ＡＩ技術の普及が進んでいるが、小規模事

業者は対応が遅れており、デジタル活用力の強化が喫緊の課題である。 

   

  イ．業種 

  ・建設業 

    比較的規模の大きい事業者であっても公共工事やそれに付随する下請の割合が高く、規模

の小さないわゆる一人親方の事業者も元請に依存している。また、豪雪地帯であるため除雪と

排雪のウェイトが非常に大きく、天候に左右されるため不安定要素を含んでいる。 

 

・製造業 

    縫製や食品加工、和紙・民芸品製造など多岐に渡る自社商品を製造しているが、販路拡大に

課題がある。 

 

・商業、サービス業 

  若年層を中心に地区外での消費が進んでいるため、客離れが進み衰退してきている。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

【阿賀町総合計画（第３次 2025～2034）】 

阿賀町では、令和７年度を初年度とする総合計画を策定。「豊かな自然・かがやく文化・みん

なで築く安心のまち」を基本理念とし、「自然と共生するまち」「文化があふれるまち」「活力あ

る産業のまち」「やすらぎのあるまち」の４つを将来像の目標とした。 

また、４つの将来像を実現するため、８つの基本目標を掲げており、その中の「若者が夢と希

望を持って働くことができる産業の振興を図る」基本目標において「地域の特性を活かした農林

水産業の振興」「商工業・建設業の振興」「観光・交流の推進と魅力の発信」が基本施策となって

いる。 

 

（現状と課題） 

・起業支援を促進するため、資金調達や事業計画策定、販路開拓、経営に関する知識等、 起

業に関する課題を解決する必要があります。  

・既存事業の継承・拡大の推進と空き店舗の利活用促進を図るため、起業者支援を継続する必

要があります 

・中小企業者の経営安定や基盤強化のため、制度融資や信用保証料の補助を実施してい ます

が、制度を利用する事業者数は少ない現状となっています。 

・伝統的な歴史や魅力ある自然を観光資源と捉えた考えを引き継ぎ、更なる魅力を引き出すと

ともに、新たな観光資源を開発・発掘し、観光客の増加を目指す必要があります。 

・町民一人ひとりが町の魅力を再確認し、まちぐるみで観光情報の発信を図る必要がありま
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す。 

  （出典：阿賀町総合計画から抜粋） 

 

 これらをふまえ、小規模事業者に対する長期的な支援のあり方については以下のとおりとする。 

 

 ・①創業及び事業承継の円滑化な推進により、小規模事業者の経営基盤の強化 

１０年後における地域のあるべき姿： 

後継者育成と承継を希望する事業者が第三者承継も含め承継を達成できる姿である。また、承

継後の磨き上げ支援を行うことで、売上・利益を維持し、承継後の事業の継続性を維持する。 

 

理由：廃業を抑制することで、地域コミュニティと雇用を維持することは、過疎地域における

最も重要な項目である。早期の事業承継計画策定、M&A仲介、金融機関や専門家との連

携強化が不可欠であり、承継後の経営改善を継続的に支援していく必要がある。 

 

②事業計画の策定・実行に関する伴走型支援の推進により、小規模事業者の経営力の向上 

１０年後における地域のあるべき姿： 

地域の小規模事業者が、需要動向や顧客ニーズ、自社の強み・弱み等を自ら分析、把握し、事

業環境の変化を捉えたうえで、自社の課題解決のために事業計画を策定できる体制が整備さ

れている姿である。 

 

理由：経営課題を解決するため、地域の経済動向調査、経営状況の分析及び需要動向調査を

踏まえ、効果的な事業計画策定により、小規模事業者の事業の持続的発展を図るため

である。 

 

③地域資源を活用した産業の育成よる地域の再興とそれに伴う観光産業の成長 

１０年後における地域のあるべき姿： 

地域の小規模事業者が製造および販売する商品・サービス・技術等を、SNSを活用しながら EC

及び実店舗において安定的に販路を確保する姿である。新たな消費者や取引先企業等にアプ

ローチすることで、売上・収益の増加につなげるとともに、観光需要も取り込むことで地域経

済の好循環を実現する。 

 

理由：地域内需要が減少する中で、販路開拓に意欲のある小規模事業者に対し、地域内外で開

催する展示会、商談会、即売会等への出展に関する事前支援・事後フォローを通して、

販売促進、販路開拓につなげ、効果的な需要開拓支援を行うためである。 

 

④商工会としての役割 

当会は、長年にわたり小規模事業者の支援や地域活性化に資する事業に取り組んできた。今後

も商工会の果たす役割は変わることなく、刻一刻と変化する社会情勢等を的確に把握しながら、

職員のスキルアップや専門家・関係機関との連携による支援力強化に努め、小規模事業者に対

し、支援に必要となる調査・経営状況の分析・事業計画の策定・需要動向調査・販路開拓支援・

フォローアップ支援までを一貫して行っていく。 

一気通貫の支援を行うことで、小規模事業者が経営の自走化を図れるよう伴走支援により一層

注力していく。 

また、阿賀町の現状と課題を鑑み、地域の課題と小規模事業者の課題は表裏一体であることか

ら、地域課題の解決に向け、第３次阿賀町総合計画と連動した事業を推進する。 

 

 

 



８ 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

・①創業及び事業承継の円滑化な推進により、小規模事業者の経営基盤の強化 

支援計画の認定期間（５年間）目標： 

 ＫＧＩ：創業、承継計画完了数３０者、５年生存率８０％ 

 ＫＰＩ：創業、承継計画策定数年計６者、フォローアップ年計２４回 

設定した理由：ＫＧＩは創業と承継の量を示す成果指標である。ＫＰＩは「計画→フォローア

ップ」のプロセスを定量化し、ボトルネックを特定して改善できるようにするためである。 

 

②事業計画の策定・実行に関する伴走型支援の推進により、小規模事業者の経営力の向上 

 支援計画の認定期間（５年間）目標： 

ＫＧＩ：自走事業者数１５者、営業利益率３％以上増１２者 

 ＫＰＩ：事業計画策定数年２０者、フォローアップ年８０回 

設定した理由：ＫＧＩは自走化の量及び効果を測る指標である。ＫＰＩは「計画→フォローア

ップ」のプロセスを定量化し、ボトルネックを特定して改善できるようにするためである。 

 

③地域資源を活用した産業の育成よる地域の再興とそれに伴う観光産業の成長 

 ＫＧＩ：観光関連事業者売上１０％増、地域資源活用支援１５者 

 ＫＰＩ：SNS等活用事業者数３０者、展示会等出展者年３者 

設定した理由：ＫＧＩは観光関連事業者（土産品製造者、小売業者、飲食宿泊事業者等）の売

上成果指標である。ＫＰＩは、新規顧客獲得につながる手法として設定した。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 

① 創業及び事業承継の円滑化な推進により、小規模事業者の経営基盤の強化 

達成方針１：創業予定者向けに地区内の地域資源等をホームページに掲載する。にいがた産業

創造機構が実施する起業チャレンジ補助金や U・I ターン補助金（創業前の者  

が対象）を当会ホームページ等で積極的に周知することで創業予定者の掘り起こ

しを行う。創業予定者に対するビジネスプランの策定支援、フォローアップや小

規模事業者持続化補助金の創業型等の各種支援施策を活用し、積極的な支援を行

う。 

設定した理由：創業者予定が当地で開業するイメージを具体的にできるよう情報発信を行うこ

とともに、金銭面での情報提供を行うことで創業の実現性を高めるため。 

 

達成方針２：事業承継に問題・課題を抱える小規模事業者には、巡回訪問等におけるヒアリン

グ及び事業承継診断を通じてニーズの把握を行い、新潟県事業承継・引継ぎセン

ターの専門家と連携し、事業承継計画の策定を支援し、計画に基づいたスムーズ

な事業承継を支援する。 

設定した理由：事業承継はセンシティブな点を含むケースがあるため、経営指導員等による丁

寧な対応が求められるため。 
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② 事業計画の策定・実行に関する伴走型支援の推進により、小規模事業者の経営力の向上 

達成方針：小規模事業者が自社の現状と外部環境変化を認識し課題を掘り起こすとともに、経

営分析や景況調査等の結果を踏まえて経営者と課題を共有し、売上・利益の向上、

経営改善等、各事業者の課題に応じた事業計画の策定を支援し、経営力向上と持続

的発展に向けた伴走型支援に取り組んでいく。フォローアップでは、事業者が目標

達成をあきらめないように傾聴と対話により阻害要因を見つけるとともに、小さな

成功体験を得ることで内発的動機付けを行う。 

設定理由：小規模事業者が一人で事業計画策定及び計画目標を達成することは難しいため、伴

走型支援によりいつでも気軽に相談できる体制が重要と考えるため。 

 

③地域資源を活用した産業の育成よる地域の再興とそれに伴う観光産業の成長 

達成方針１：地域資源を活かした計画的な商品開発等を支援し各種施策等を活用し、市場競争

力を有する商品やサービスの提供を目指す。商品・サービスのブラッシュアップ

は、関係機関と連携し、消費者ニーズに基づき行っていく。 

設定理由：新商品開発や改良は、新潟県よろず支援拠点等の専門家から意見をもらうとともに

マーケットインの考えを踏まえて行っていくことが効果的と考えるため。 

達成方針２：販売促進については、SNSやホームページ、ECサイトへの出品による情報発信及

び展示会等への出展支援を行っていく。 

設定理由：地域外の新規顧客獲得をするためには、小売業や飲食・宿泊業者向け（ BtoC ）は

SNS等による支援、製造業者等（ BtoB） には展示会等の支援が最適と考えるため。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

 現状 

これまでは新潟県商工会連合会と連携して小規模事業者を対象に景況調査を実施してきた。こ

の調査は半期に一度（６月１日、１２月１日）定期的に調査しているもので、調査項目は、売上増

減、利益増減、在庫増減、設備投資増減、資金繰り増減、事業承継等である。 

 

 課題 

今後は、小規模事業者に対して的確な支援を行うため、ビッグデータ等を活用した専門的な分

析、地域の経済・消費動向等の情報収集・分析、成果の提供を行うことが課題となる。 

 

（２）目標 

 
公表 

方法 
現行 

Ｒ８ 

年度 

Ｒ９ 

年度 

Ｒ10 

年度 

Ｒ11 

年度 

Ｒ12 

年度 

①景況調査公表回数（半期アン

ケート） 

ＨＰ 

掲載 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②ビッグデータ公表回数（ＲＥ

ＳＡＳ等活用） 

ＨＰ 

掲載 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 

①管内の景況調査の実施 

地域内小規模事業者の実態・動向・ニーズ・課題等を把握し、その時々において必要な小規

模事業者支援策を提供できるようにすることを目的とし、５年間固定で町内同一事業者にアン

ケート方式で業種別（製造、建設、卸・小売、サービス他）に合計６０者を選定し景況調査（Ｄ
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Ｉ調査）を年２回実施する。 

【調査対象】製造、建設、卸・小売、サービス他の４業種、各１５者、合計６０者 

【調査項目】（ａ）売上、（ｂ）採算、（ｃ）仕入単価、（ｄ）販売単価、（ｅ）資金繰り 

         （ｆ）雇用動向、（ｇ）景況判断の７項目 

【調査頻度】年２回実施 

【調査方法】アンケート方式で、抽出した各業種対象事業者（５年間同一事業者）に対し調 

      査を実施する。 

【分析方法】分析は経営指導員等が主体となって行い、業種別地域景況感等をグラフ等によ 

      り図式化する。地域の景況感の把握から支援指標として活用する。 

【提供方法】分析調査結果は、ホームページに掲載し小規模事業者に提供する。また巡回窓 

 口支援時に参考資料として活用・情報提供を行う。 

 

②国が提供するビッグデータの活用 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下

し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システ

ム）等を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回公表する。 

【分析手法】地域経済循環マップ・生産分析」⇒何で稼いでいるか等を分析 

まちづくりマップ分析」⇒人の動き等を分析 

         産業構造マップ」⇒産業の現状等を分析 

【結果の提供】上記の結果を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

【成果の活用】情報収集、調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者に周 

知するとともに、経営指導員が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

（４）調査結果の活用 

・景況調査結果をもとに、売上、採算、販売単価が下がっている業種を特定し、専門家派遣支

援に反映する。 

    手法：景況調査の DIを業種別に集計し、悪化項目（売上、採算、販売単価）を抽出する。 

       専門家派遣支援の対象事業者を選定する。 

・RESAS分析した結果を販路開拓、商品開発に活用する。 

    手法：まちづくりマップの人流により、観光客の数や出発地、時間帯、年代別を把握する。 

    観光関連事業者の事業計画策定時の資料とする。 

 

４．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

 現状 

従来、小規模事業者は商品・サービスの提供にあたって、自社の「売りたい」「作りたい」とい

う意識が先行した「商品・サービス開発」をしており「顧客ニーズに基づく商品・サービスの開発」

という視点に欠けていた。 

当会としても、需要動向調査に関する知識・認識が乏しく、情報収集等のノウハウ不足により、

個々の小規模事業者に対し消費者ニーズ等の需要動向を的確に把握できるような支援はできてい

なかった。 

 

 課題 

地域小規模事業者に対し、プロダクトアウトからマーケットインへの意識改革を図るために需

要動向調査の必要性の認識を促し、「商品開発や改良」「新たな販路開拓」等が、顧客ニーズを満た

し販売・売上につながる成果を上げられるよう、需要動向の情報収集・分析・活用に関する支援体

制を構築していくことが課題である。  

今後は、個々の小規模事業者が提供する商品・サービスの販売を促進するため、専門家派遣を活
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用して需要動向調査の知識を蓄え、的確な消費者ニーズを迅速に把握し、成果につながる需要動向

の情報収集・分析・活用して調査結果をフィードバックしていく。 

 

（２）目標 

 現行 
Ｒ８ 

年度 

Ｒ９ 

年度 

Ｒ10 

年度 

Ｒ11 

年度 

Ｒ12 

年度 

商品・サービス開発の調査対象事業者数 ４者 ６者 ６者 ６者 ６者 ６者 

 

（３）事業内容 

事業計画の策定を効果的に行うため、商圏内の消費者ニーズ・市場動向を把握し、事業計画策定

者に情報提供する。この調査対象については年度毎、業種や商品・サービスを選定する。 

飲食店の場合は、管内の飲食店４者において、売りたいメニュー又は新メニューについて来客者

アンケートを実施し、調査結果を分析した上で小規模事業者にフィードバックすることで、売上向

上につなげる。また、当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

なお、調査項目の設定や分析手法については専門家の助言を得ながら行っていく。 

【調査方法】各店舗にて、来客者に個社の既存メニュー又は新メニューについてアンケートの協 

      力をお願いし、調査票に記入してもらう。 

【調査項目】①注文理由、②認知、③味、④見た目、⑤ボリューム、⑥価格等 

【サンプル数】１つの調査対象物につき来客者５０人。 

【分析手段】調査結果は、専門家の助言を得ながら、商工会が分析する。 

【結果の活用】分析結果は、経営指導員と販売促進の専門家等が当該飲食店に直接説明と商品・サー

ビス改良に繋がる改善アドバイスを行う。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

 現状 

小規模事業者に対する経営分析は、経営革新計画策定時や補助金申請書作成時に実施するにと

どまっている。また、定量的な財務分析が主となっており、定性的な強み、弱み、機会、脅威など

の分析があまりできていない。 

 

 課題 

需要を見据えた事業計画を策定するための第一ステップとして、財務分析のみならず、ＳＷＯＴ

分析についても行う。高度かつ専門的な知識を有する外部専門家等と連携し、実現可能性・実効性

の高い事業計画策定に繋げていく。 

 

（２）目標 

 現行 
Ｒ８ 

年度 

Ｒ９ 

年度 

Ｒ10 

年度 

Ｒ11 

年度 

Ｒ12 

年度 

経営分析事業者数 ４０者 ４０者 ４０者 ４０者 ４０者 ４０者 

 

（３）事業内容 

経営指導員を中心に、巡回・窓口相談の機会を活かし、対象事業者を掘り起こしていく。多くの

小規模事業者は自社の経営分析をしたことがないため、経営分析の効果である「自社の機会や脅

威」「戦略的強み・弱み」「課題」が明確になる点や、「真の経営課題を顕在化させることができる」

といったメリットを訴求する。 
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【対 象 者】巡回・窓口相談を介した掘り起こしによって気づきを得た小規模事業者の中から、 

意欲的で販路拡大の可能性の高い４０者を選定。 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う。 

      財務分析： 

収益性（営業利益率等）、生産性（労働生産性等）、安全性（自己資本比率、流動比率

等） 

      非財務分析（SWOT等）： 

内部は商品・サービス、従業員、デジタル化等 

外部は、法改正、業界動向、消費者動向、技術革新、商圏内人口・年齢等顧客・競合：

ペルソナ、購買理由、競合店の販売手法等 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」中小機構の「経営計画つくるくん」等のソ 

フトを活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

（４）分析結果の活用 

分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用するとともにデータ

ベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

 現状 

これまでの事業計画の策定支援は、小規模事業者持続化補助金、各種補助金活用・金融支援等の

機会を通じて実施するなど受動的な取組に留まっていた。 

多くの小規模事業者は、外部環境変化に大きく影響を受けている一方で、自社の課題解決のため

に事業計画策定の必要性についての認識が低い現状である。 

  

課題 

今後は、経営課題を解決するため、地域の経済動向調査、経営状況の分析及び需要動向調査を踏

まえ、専門家派遣による事業計画策定を説明したうえで、効果的な事業計画策定により、小規模事

業者の事業の持続的発展を図る。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変化

を促せる訳ではないため、まずは事業者の夢や目標を設定したうで、専門家派遣を活用し個別相談

を実施する。策定数は、経営状況の分析を行った事業者の約５０％の事業計画策定を目指す。併せ

て、持続化補助金等の申請を契機として事業計画の策定を目指す事業者の中から、実現可能性の高

いものを選定し、事業計画の策定につなげていく。 

また、創業者や事業承継者については、創業・承継後間もなく取引関係の維持・構築や資金繰り

に課題を抱え、事業縮小または廃業に至る事例が散見されることから、専門家派遣を活用し「経営

戦略」・「販路開拓」・「財務戦略」・「人材育成」の４つの視点を踏まえた情報の提供により円滑な創

業・事業承継に必要な知識の習得を支援するとともに、実現性の高い創業・事業承継計画の策定に

つなげていく。 

 

（３）目標 

 現行 
Ｒ８ 

年度 

Ｒ９ 

年度 

Ｒ10 

年度 

Ｒ11 

年度 

Ｒ12 

年度 

①事業計画策定事業者数 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 
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②創業計画策定事業者数  １者  １者  １者  １者  １者  １者 

③事業承継計画策定事業者数  ５者  ５者  ５者  ５者  ５者  ５者 

 

（４）事業内容 

①事業計画策定支援 

事業計画作成にあたり、経営指導員等を中心とし、必要に応じて中小企業診断士等外部の専

門家を活用する。 

【募集方法】経営分析を行った事業者へ参加募集、商工会員への案内送付、地元金融機関に 

よる募集、商工会のホームページへの案内掲載及び巡回訪問で案内する。 

【開催回数】４０回［２０事業所×２回個別相談、１回２時間］ 

【内  容】事業計画書のブラッシュアップ等 

 

②創業計画策定支援 

地域での創業を希望する方を対象に、実現性の高い創業計画書作成支援を実施する。 

【対  象】地域での創業を希望する方 

【手段・手法】支援対象事業者に経営指導員等が張り付き、必要に応じて外部専門家も交えて 

確実に創業計画の策定につなげていく。 

 

③事業承継計画策定支援 

経営分析を実施した事業者のうち、事業承継を予定している事業者を対象に、実現性の高い

事業承継計画書作成支援を実施する。 

【対  象】経営分析を実施した事業者のうち、事業承継を予定している事業者 

【手段・手法】事業承継診断を行った者から支援対象者を選定する。 

支援対象事業者に経営指導員等が張り付き、必要に応じて新潟県事業承継・引 

継ぎ支援センターと連携し、確実に事業承継計画の策定につなげていく。 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

現状 

これまでの小規模事業者への事業計画策定後の支援や、創業希望者への創業計画策定後の支援

は、窓口や巡回相談の機会を活用し、事案が発生する都度の助言・指導をするにとどまっていたの

で、フォローのタイミングが不定期で訪問回数が少なかった。 

 

課題 

今後は、実現性のある訪問計画を立て、進捗状況に応じ計画的なフォローアップを行い、計画の

実現性を高めていく。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定した全ての小規模事業者を対象として、事業計画、創業計画及び事業承継計画に

基づいた目標が円滑に達成できるよう、事業計画等の進捗状況により、巡回・窓口相談回数を調整

又は集中させるなど、事業者の状況を判断しフォローアップ方法を設定する。 

フォローアップにあたり、事業者が目標達成することで自信を持ち自走化につなげていく。 
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（３）目標 

 現行 
Ｒ８ 

年度 

Ｒ９ 

年度 

Ｒ10 

年度 

Ｒ11 

年度 

Ｒ12 

年度 

①事業計画 
２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 ２０者 

 フォローアップ対象事業者 

 
 頻度（延回数） ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 

 売上増加事業者  ５者  ５者  ５者  ５者  ５者  ５者 

 営業利益率３％以上増加の事業者  ５者  ５者  ５者  ５者  ５者  ５者 

②－１創業計画 
 １者  １者  １者  １者  １者  １者 

 フォローアップ対象事業者 

 頻度（延回数）  ６回  ６回  ６回  ６回  ６回  ６回 

 計画時の売上目標達成事業者数   １者  １者  １者  １者  １者 

②－２事業承継計画 
 ５者  ５者  ５者  ５者  ５者  ５者 

 フォローアップ対象事業者 

 頻度（延回数） １５回 １５回 １５回 １５回 １５回 １５回 

 売上増加事業者数   ３者  ３者  ３者  ３者  ３者 

※売上増加事業者・利益率３％以上増加の事業者はフォローアップ対象事業者の２５％を見込む。 

 

（４）事業内容 

①事業計画策定をした小規模事業者のフォローアップ 

【対 象 者】事業計画を策定した全ての事業者を対象とする。 

【頻  度】経営指導員等が四半期に一度、事業主と面談しヒアリングを行う。ただし、事 

業計画の進捗状況等により、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、

ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を見極めた上で、フ

ォローアップ頻度を設定する。また、事業者からの申出等により、臨機応変に対

応する。なお、事業計画と進捗状況に相違がある場合は、外部専門家など第三者

の視点を必ず投入し、今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更

及び支援を行う。  

【確認項目】現状認識、事業計画における進捗状況、事業推進の課題、今後の展開等 

 

 

②創業計画・事業承継計画策定者を対象としたフォローアップ  

【対 象 者】創業計画・事業承継計画（以下、計画という）を策定した全ての創業希望者・事

業承継予定者を対象とする。 

【頻  度】経営指導員等が、創業が隔月（年６回）、事業承継が４ヶ月に１回（年３回）、 

創業希望者等と面談しヒアリングを行う。ただし、計画の進捗状況等により、訪

問回数を増やして集中的に支援すべき者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減

らしても支障ない者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。また、創

業希望者・事業承継予定者からの申出等により、臨機応変に対応する。なお、計

画と進捗状況に相違がある場合は、外部専門家など第三者の視点を必ず投入し、
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今後の対応方策を検討のうえ、フォローアップ頻度の変更及び支援を行う。 

【確認項目】現状認識、計画の進捗状況、創業後・事業承継後の課題、今後の展開等 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

 現状 

従来、小規模事業者に対する需要開拓支援は、各種展示会・商談会への出展を紹介し、周知する

程度であった。そのため、需要開拓支援に関する支援効果の測定も行っていない。 

 

 課題 

地域の小規模事業者が製造および販売する商品・サービス・技術等を、新たな消費者や販路開拓

したい取引先企業等にアピールし、売上・収益の増加につなげることが最も重要な支援と位置付け

る。そのうえで、販路開拓に意欲のある小規模事業者に対し、地域内外で開催する展示会、商談会、

即売会等への出展に関する事前支援・事後フォローを通して、販売促進、販路開拓につなげて効果

的な需要開拓支援を行う。 

 

（２）支援に対する考え方 

当会が自前で展示会等を開催するのは困難なため、事業者に新潟県内で開催される既存の展示

会への出展を目指す。 

出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行うとともに、出展期間中には、陳

列・接客など、きめ細かな支援を行う。 

また、新たな取組みとしてデジタル技術の活用支援、阿賀町産の地域資源を活用した商品を製造

する事業者を支援する。 

 

（３）目標 

 現行 
Ｒ８ 

年度 

Ｒ９ 

年度 

Ｒ10 

年度 

Ｒ11 

年度 

Ｒ12 

年度 

①展示会出展支援 
２者 ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

 対象事業者 

 
 成約件数／者  ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

②デジタル技術活用支援 
― ９者 ９者 ９者 ９者 ９者 

 対象事業者 

 売上増加率５％増／者 ― ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 

③地域資源活用支援 
１者 ６者 ６者 ６者 ６者 ６者 

 対象事業者 

 売上増加率５％増／者  ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 

 

 

（４）事業内容 

①県内商談会・フードメッセｉｎにいがた等出展支援（ＢｔｏＢ） 

フードメッセｉｎにいがたは、毎年１１月に新潟市主催で開催される、本州日本海側最大の食

の商談会である。対象出展者は食品業界関係者で、令和７年度は４０７社出展している。新商品

等の情報収集、業界の動向調査等を目的に３日間で１２，２２６名が来場した。バイヤーの属性

は食品製造・加工と小売業・通販が半数を占め、一般消費者の入場はない。 
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支援対象者：地域外販路開拓を希望する小規模事業者 

出展前支援：FCPシートの作成やディスプレイ方法等を支援する。 

      必要に応じて専門家派遣を活用する。 

出展中支援：陳列や接客方法を支援する。 

出展後支援：名刺交換した先へのフォローアップ及びバイヤーの商品評価に係る改善を支援す

る。必要に応じて専門家派遣を活用する。 

 

②デジタル技術を活用した販路拡大支援（ＢｔｏＣ） 

ＳＮＳを利用した商品等の情報発信は、販路拡大を図るツールとなる。また、個社の販路拡

大を図るうえで、各自がホームページを立ち上げ情報発信するとともにネット販売システムを

持つことが課題である。 

支援対象者：SNS 等に興味があるが未利用の小規模事業者、SNS 等を活用しており更に効果

的に活用したい小規模事業者 

支援内容：専門家派遣を活用して、最適ツールの検討を行ったうえで、具体的な SNSによる

情報発信方法、ホームページ作成改良や販売システム導入支援等を行う。 

 

③「阿賀町ブランド認証」認定事業の推進 

阿賀町の郷土料理や特産品等、特徴のある地域産品を阿賀町が「阿賀町ブランド認証」として

認定している。令和６年度末で、農産物や加工品６６品目が認定されている。「阿賀町ブランド

認証」認定は、副町長・役場各課職員で構成する認定委員会で審査している。 

本事業では、食品製造業・飲食業に対し認定特産品等の創出促進を図り、「阿賀町ブランド認

証」認定をきっかけとし、商談会等の出展を促し販路拡大を目的に取組んでいく。 

支援対象者：地域資源を活用した新商品・サービス開発したい小規模事業者 

支援内容：事業計画策定において、新商品開発を検討する小規模事業者に地域資源の活用を紹

介する。 

興味を持った小規模事業者の新商品開発を専門家派遣を活用して実現する。 

認定品は、阿賀町のパンフレット掲載及び商工会ホームページに掲載し町外へＰＲを行い、売

上の増加や交流人口の増加につなげていく。 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

 現状 

経営発達支援計画に基づいた支援の実施評価を行うために、当会正副会長及び事務局長、法定経

営指導員、阿賀町まちづくり観光課係長、中小企業診断士を外部有識者として加え、「経営発達支

援事業評価委員会」を年１回開催し、ＰＤＣＡを確認することにより、次年度の計画実施につなげ

ている。 

 

 課題 

外部有識者である中小企業診断士から改善提案等をいただいているものの、年１回の評価であ

り、当地域の現状等を十分な理解されていない改善策がある。外部有識者との連携な情報交換が課

題である。 

また、KPIや成果指標を用いた定量評価の仕組みを構築することも必要である。 

 

（２）事業内容 

①当会正副会長、事務局長、町担当課係長、外部有識者（中小企業診断士）、法定経営指導員等

をメンバーとする「事業評価検討委員会」を設置し、年１回（２月）行う。 



１７ 

 

②外部有識者には、評価委員会とは別に半期に１回、経営発達支援計画の進捗状況及び地域の情

報を提供する。 

③評価について 

 ・KPI 設定（事業計画策定件数、売上増加率 3％増加、営業利益率 1％増加など）を行い定量

的把握したうえで、評価をしてもらう。 

 ・評価は、５段階評価及び改善提案方式で行う。 

④事業の成果、評価、見直しの結果は、理事会に報告し承認を受け、事業実施方針等に反映させ

るとともに、ホームぺージ及び会報にて公表する。 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

 現状 

職員の資質向上等については、これまで新潟県や新潟県商工会連合会が実施する職員研修、職員

協議会が行う研修会等への参加を中心に対応を図ってきた。しかし、小規模事業者の持続的成長に

向けた経営力強化を支援していくためには、戦略上の意思決定に関与可能な高度な支援能力、実践

的なノウハウなど習熟能力、職員間の知識の共有が不可欠といえる。 

  

 課題 

現在は、能力向上のための取り組みが体系的・計画的に行われているとはいえず、また、ノウハ

ウ等の共有化についても部分的なものにとどまっている。事業者の課題を的確に把握し、対応する

ためにもさらなる資質向上を図る。 

 

（２）事業内容 

①研修会への積極参加による資質の向上 

新潟県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、県および関係機関等の主催する研修に経

営指導員及び経営支援員が参加することで、当会職員の弱みである経営分析（定性分析）、経

営革新、販路開拓、対話と傾聴技術といった、小規模事業者が行う戦略上の意思決定に関与可

能な高度な支援能力の獲得・向上を図る。 

・経営分析セミナー：新潟県商工会連合会主催セミナーで定性分析力を中心に習得す 

          る。 

・経営革新セミナー：新潟県商工会連合会主催セミナーで新分野進出や新事業挑戦への知         

          識を習得する。 

・販路開拓セミナー：よろず支援拠点主催セミナーで SNS等活用による販路開拓手法を習 

          得する。 

・コミュニケーション研修：新潟県商工会連合会主催セミナーで対話と傾聴手法について         

             習得する。 

 

②専門家・他の支援機関との連携による支援業務による資質向上 

専門家・外部支援機関との連携支援体制の中から、よろず支援拠点等活用による支援実施の

際には、必ず職員が同伴し支援ノウハウのＯＪＴ、支援能力の向上を図る。 

 

③支援ノウハウ共有体制の構築 

経営指導員によるミーティングを開催し、小規模事業者の各種情報や発達支援計画の進捗状

況の共有、意見交換等を行うことで職員の支援能力の向上を図る。 

また、担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規

模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定レベ

ル以上の対応ができるようにする。 
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④経営指導員以外の職員（経営支援員）の資質向上 

経営指導員による小規模事業者支援に際し、経営支援員が同席し、支援現場でのコミュニケ

ーション能力の向上、支援ノウハウのＯＪＴを行うことにより商工会組織全体の支援スキルの

向上を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和７年１２月現在） 

 

（１）実施体制 

 

 
①関係市町村との連携体制 

・当会、阿賀町役場まちづくり観光課が連携し、地域の実情を踏まえた重要課題を設定すると 

ともに、本支援計画での支援方針を決定するため、年１回、連絡協議会を開催する。 

  ・また、新潟県の「新潟県総合計画」及び「にいがた産業ビジョン」記載の重要課題についても

反映した支援計画とする。 

 

②商工会の経営発達支援事業実施に係る体制 

・法定経営指導員１名と経営指導員２名の体制で巡回指導を行う。経営指導員を小規模事業者

ごとに選定し、策定支援からフォローアップまで一体の支援体制を構築する。 

 

③定量的に実施状況を把握し評価を行う体制 

・法定経営指導員１名、経営指導員２名、経営支援員４名の体制で、実施状況を定量的に把握し

効果測定を行う。 

・上記で把握・検証した実施状況を当会と阿賀町の連絡協議会で評価するとともに、次年度の支

援内容の検討を行う。また、必要に応じて変更申請を行い、支援計画にも反映していく。 

 

④経営指導員等の資質向上に係る体制 

・当会職員向けに研修や勉強会等を開催し、ＤＸ化や生成ＡＩ、財務諸表の分析手法、経営戦

略、マーケティング、起業・創業、事業承継、価格転嫁など適宜専門知識の習得を図り、小規

模事業者の内発的動機づけを行うためのロールプレイング、事例共有などを行う。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営 

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：大花誠（おおはなまこと） 

■連絡先：阿賀町商工会／ＴＥＬ：０２５４－９２－２４９４ 
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②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の 

評価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

    

③広域経営指導員の当否 

申請書に記載の経営指導員・大花誠は、施行規則第７条第２項に規定する広域経営指導員 

に該当しない。 

 

（３）商工会／関係市町村連絡先 

 

   ①商工会 

〒９５９－４４０２ 新潟県東蒲原郡阿賀町津川３５８１－１ 

阿賀町商工会（経営支援室） 

ＴＥＬ：０２５４－９２－２４９４／ＦＡＸ：０２５４－９２－４２８４ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ａｇａ２４９４＠ｓｈｉｎｓｙｏｒｅｎ．ｏｒ．ｊｐ 

 

② 関係市町村 

〒９５９－４４９５ 新潟県東蒲原郡阿賀町津川５８０ 

阿賀町役場 まちづくり観光課 観光商工係 

   ＴＥＬ：０２５４－９２－４７６６／ＦＡＸ：０２５４－９２－５４７９ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ｋａｎｋｏ-ｓｈｏｕｋｏ＠ｔｏｗｎ．ａｇａ．ｌｇ．ｊｐ 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 ４，５００ ４，５００ ４，５００ ４，５００ ４，５００ 

 

需要動向事業＊＊＊＊＊ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 

事業計画策定支援事業＊ 

 個別相談会開催 
２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，０００ 

事業計画策定後実施支援 

 個別相談会開催 
７００ ７００ ７００ ７００ ７００ 

新たな需要開拓事業＊＊ 

 商談会等出店費 
８００ ８００ ８００ ８００ ８００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

合計    ：４，５００千円 

伴走型補助金：３，０００千円 

新潟県補助金：  ７００千円 

阿賀町補助金：  ８００千円 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 


